みよし広域連合第10期介護保険事業計画策定委員募集要領

１　趣旨
みよし広域連合では、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする「みよし広域連合第9期介護保険事業計画」に基づいて介護保険事業を進めています。
令和8年度に現行計画の期間が満了することから令和9年度から令和11年度までの計画の策定に向けた作業を進めています。
策定にあたっては、20人以内で構成するみよし広域連合第10期介護保険事業計画策定委員会の意見をお聴きしながら作業を進めたいので、広域連合が配布する資料やテーマをもとにして協議いただける方を募集します。

２　募集内容
（１）募集人数　2人
（２）応募資格　みよし広域連合管内（三好市及び東みよし町）在住の40歳以上の方で、平日の日中に開催する会議（４回程度）に参加できる人
（３）任　　期　委嘱の日から令和9年3月まで

３　応募方法
「みよし広域連合第10期介護保険事業計画策定委員応募用紙」（本広域連合ホームページからダウンロードするか、介護保険センターからお取り寄せください。）に必要事項を記入の上、直接、又は電子メールにより提出してください。

４　募集締切　令和7年8月29日（金）まで

５　選考方法　書類選考の後、応募者全員に結果を通知します。

６　提出及び問合わせ先
〒778-0002
三好市池田町マチ2429番地1
介護保険センター
TEL：0883-76-0030
E-mail：kaigo@union.miyoshikouiki.lg.jp
